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（提案理由） 

市民の行政に対するニーズは増大し、より効率的な行政運営が求められている。 

観音寺市議会基本条例第19条第２項では、「議員定数の基準は、人口、面積、財政力及

び市の事業課題並びに類似市の議員定数と比較検討し、決定するものとする。」とされて

いる。 

議員定数については、単に人口規模によってのみ、論じるべきではないと考えるが、観

音寺市議会議会改革検討協議会において、近隣市の状況や今後の人口推移などを勘案し協

議を重ねてきた。 

そして、議会が市民の代表機関であり、市民福祉の向上と議会の役割を果たすことので

きる議員定数として、「20人」から「18人」とする本案を提出するものである。 



別紙 

観音寺市議会議員定数条例の一部を改正する条例 

観音寺市議会議員定数条例（平成21年観音寺市条例第17号）の一部を次のように改正す

る。 

本則中「20人」を「18人」に改める。 

附　則 

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。


